
 

令和４年 11 月 
法務省民事局 

 
 

公正証書のデジタル化に関するアンケート調査への協力のお願い 
 
 

平素より法務行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
法務省においては、現在、公正証書に関するデジタル化（※詳細は、次ページをご参

照ください。）を検討しており、このアンケートは、そのニーズ調査のため、公証役場を利用さ
れた方々にご協力をお願いするものです。 

数分程度で終わる簡単なアンケートですので、ぜひご協力を賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。 

本アンケートは Web アンケートとなりますので、下記の URL 又は QR コードから回答フォ
ームにアクセスしていただき、回答をご入力ください（回答受付期間：令和４年 12 月 31
日まで）。 
 
 
 

《回答フォームのご案内》 
 

URL 
 https://forms.gle/mxFUEVMGVXce2P756 
 
QR コード 

 
 
 
 

  



 
（※）法務省において検討しているデジタル化のイメージ 
     現行制度の下では、利用者が公証役場に来所して（又は公証人が出張して）、

対面で公正証書の内容の確認（読み聞かせ等）や署名・押印を行ったり、公正証
書の正本・謄本を書面で交付する必要があります。 

デジタル化後は、電子署名やウェブ会議システムを利用することにより、公証役場に
来所することなく、デジタルで上記の手続を行うことや、電子媒体の証明書の交付等を
選択できるようにすることを検討しています。 

 



《アンケートの項目》  ※回答フォームからご回答ください。 

 
１ ご回答者様の属性に当てはまるものお選びください。 
 
 □専門資格者又はその補助者 
 □その他 
 
 
２ これまで公正証書を作成したことがありますか。ある場合には、どれくらいの頻度で作成

されていますか。以下の中から当てはまるもの（正確でなくても構いません。）をお選びく
ださい。 

 
 □はじめて 
 □作成したことがある 

   □年１回以下 
   □年２回以上～年 10 回未満 
   □年 10 回以上 

 
 
３ 公正証書の作成の嘱託手続（公正証書作成の依頼とこれに伴う本人確認）や公

証人との対面での確認手続（読み聞かせ、署名・押印等）を、デジタル（電子署名、
ウェブ会議システム等）で行うことができるようになった場合、デジタルによる手続を利用し
てみたいと思いますか。以下の中からお選びください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□積極的に利用したい  □利用してもよい  □利用したいと思わない 
 



 
３－① （３で「積極的に利用したい」又は「利用してもよい」と回答した方に表示） 

デジタルによる手続で作成したい公正証書の種類を以下の中からお選びください。 
<複数回答可> 

 
  □種類にかかわらず利用したい 

□遺言   □任意後見契約   □金銭消費貸借   □土地建物賃貸借 
□離婚   □事実実験公正証書（具体的な内容：              ） 
□その他（                ） 

 
 
３－② （３で「積極的に利用したい」又は「利用してもよい」と回答した方に表示） 

デジタルによる手続を積極的に利用したい又は利用してもよいと思う理由を以下の中から
お選びください。 

<複数回答可> 
 

□公証役場に行かなくて済むから 
□契約相手と同じ場所で実際に顔を合わせなくて済むから 
□本人確認手続において電子署名（電子証明書）が利用できるから 
□その他（                ） 
 
 

３－③ （３で「利用したいと思わない」と回答した方に表示） 
その理由を以下の中からお選びください。 
<複数回答可> 

 
□現状の手続に不便を感じていないから 
□書面・対面での手続の方が安心だから 
□デジタルによる手続やパソコン等の操作が難しそうだから 
□電子証明書を持っていないから（取得する予定がないから） 
□パソコンやカードリーダ等の機器を持っていないから（取得する予定がないから） 
□その他（                ） 

 
 



４ 公正証書の正本や謄本を、書面ではなく電子データ（公証人の電子署名付き）で
受け取ることができるようになった場合、電子データでの受領を利用してみたいと思います
か。以下の中からお選びください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□積極的に利用したい  □利用してもよい  □利用したいと思わない 
 
 
４－① （４で「積極的に利用したい」又は「利用してもよい」と回答した方に表示） 

電子データの証明書を利用したい公正証書の種類を以下の中からお選びください。 
<複数回答可> 

 
  □種類にかかわらず利用したい 

□遺言   □任意後見契約   □金銭消費貸借   □土地建物賃貸借 
□離婚   □事実実験公正証書（具体的な内容：              ） 
□その他（                ） 

 
 
４－② （４で「積極的に利用したい」又は「利用してもよい」と回答した方に表示） 

電子データの証明書を積極的に利用したい又は利用してもよいと思う理由を以下の中か
らお選びください。 

<複数回答可> 
 

□証明書を書面ではなく電子データで保存・利用したいから 
□証明書の提出先に、電子データの証明書を提出したいから（提出先：        ） 
□その他（                ） 

 
 



４－③ （４で「利用したいと思わない」と回答した方に表示） 
その理由を以下の中からお選びください。 
<複数回答可> 

 
□書面の証明書に不便を感じていないから 
□書面の方が安心だから 
□証明書の提出先に、書面の証明書を提出したい（又は提出する必要がある）から 

（提出先：           ） 
□パソコン等の操作や電子データの保存が難しそうだから 
□その他（                ） 

 
 
５ 公正証書のデジタル化に関してご意見・ご要望等がありましたら、お書きください。 

 
<自由記載> 

 
 
ご協力をいただきまして、ありがとうございました。 


